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ある。また，1970年の｢広域市町村圏振興整備措置要綱」

で，広域処理の必要がある業務としてごみ処理を提示し

ていたことも，ごみ処理広域化を後押しする要因となっ

た。現在ごみ処理を行っている－部事務組合のほとんど

は，この時期に設立されたものである。

最近の日本のごみ処理状況は，高度経済成長によるご

み量の急増に匹敵する重要な局面を迎えている。1980年

代に入ると，全国各地のごみ処理施設やその周辺からダ

イオキシンの検出が報告されるようになり，大きな社会

問題となったからである。とくに，1999年に埼玉県所沢

市の農作物からダイオキシンが検出され，それがニュー

ス番組で報道されると，住民の不安はピークに達した。

一方この時期から，行政においてダイオキシン対策が

ごみ処理行政の中で大きな比重を占めるようになった。

市町村はダイオキシン対策として，排出基準を満たすた

めに既存のごみ処理施設の改修や施設の新設など対応を

迫られることとなった。

旧厚生省は１９９７年１月に｢ごみ処理に係るダイオキシ

ン類発生防止等ガイドライン」（新ガイドライン)を策定

し，各都道府県に新ガイドラインに基づいたごみ処理の

広域化計画の作成を求めた。新ガイドラインでは，新設

する焼却炉は最低でも１曰１００ｔの全連続炉とし，この

規模に達することができない場合，広域化によってこの

Ｉ．はじめに

１－股廃棄物処理問題の背景

1971年，当時の美濃部亮吉東京都知事が都議会で「ご

み戦争｣を宣言した。それから３０年が経過した現在，曰

本の一般廃棄物（ごみ）処理はどのように変化したのだ

ろうか。「ごみ戦争｣宣言の背景には，大量生産，大量消

費，大量廃棄の生活スタイルの急速な浸透によるごみ量

の急激な増加と，その受け皿となるごみ処理施設の不足

があった。1971年の東京都の焼却処理率は収集量の３割

程度であった。この状況を打開するために計画された焼

却施設の立地は，行政対住民，および建設予定地の住民

とプ焼却施設が立地し長年ごみの受け皿となってきた地

区の住民との間の確執にまで発展し，深刻な社会問題と

なったのである。

この「ごみ戦争」宣言と相前後して，多くの市町村が

隣接する市町村とともに－部事務組合を設立した。これ

は，1963年度からの「生活環境施設整備五ヵ年計画」に

よって，－部事務組合でのごみ処理施設建設が国からの

補助金交付の対象となったことが背景にある。増えつづ

けるごみとごみ処理費による財政負担の軽減を目的とし

たごみ処理広域化が，施設建設時に国から補助を受けら

れるということで，さらなる費用削減が可能となったで
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基準を満たすよう求められることとなった。さらに，基

準を満たさない施設の建設には国からの補助も交付され

ず，広域化によって基準到達が困難な場合にはごみの固

形燃料(RDF)化処理の検討も求められるようになった。

近年，各都道府県は，この新ガイドラインに基づいて広

域化計画を作成し，将来的にさらに広域化を進めようと

している。

ダイオキシン騒動は，ごみ処理施設に対する住民の不

信感をさらに募らせる結果となった｡市町村によっては，

それまで可燃ごみとして収集していたプラスチック類

を，ダイオキシン類の発生を危１倶して不燃ごみに切り替

えたところもあった。こうした行政の対応に対して，身

近な不安を感じた住民も多かった。ダイオキシンをめぐ

る騒動を通じて，焼却施設の新規立地は住民から同意を

得ることが困難となり，施設建設をめぐって住民と行政

の対立や住民同士の対立が各地で深まっていった。この

騒動は，「ごみ戦争」にならって「ダイオキシン戦争」と

呼んでも過言ではない状況である。最近は，以前ほどに

ダイオキシンという言葉は聞かれなくなってきている

が，それでもダイオキシン汚染を懸念して施設立地に対

する根強い反対運動が各地で続いている。また，ダイオ

キシン対策への財政負担の大きさに苦しむ市町村も多

く，この戦争は終結に至っていない。

一方，1995年に「容器包装に係る分別収集及び再商品

化の促進などに関する法律」（容器包装リサイクル法)，

1998年に｢特定家庭用機器再商品化法」（家電リサイクル

法）が施行されるなど，近年，リサイクルの面でも市町

村を取り巻く変化はめまぐるしい。

市町村はこれまで，従来ごみとして排出されていた再

生利用可能な資源物を収集することで，埋立処分される

ごみの減量化を図ってきた｡住民側も,分別の徹底によっ

てそれに応えてきた。しかし，収集された資源物を流通

市場に乗せるリサイクルシステムが十分に整備されてい

るとは言い難い｡そのため大半の資源物は,業者にお金を

払って引き取ってもらう逆有償か，無償で引き取っても

らっているのが現状である。リサイクルやごみ減量化を

さらに進めるためには，分別を細分化して収集回数を増

やしたり，収集された資源物を業者が引き取ってくれる

状態にまで加工するリサイクル施設を整備することが必

要となる。さらに，ごみ処理に費やす業務が増えること

で,人件費もかさむことになる。このようにして，ごみ処

理のために市町村の費用負担は次第に膨らんできている。

さらに，このダイオキシン対策とリサイクルに関して

言えば，ダイオキシン対策の最も有効な手段は，プラス

チック類を一切焼却しないことであり，そのために早急

にプラスチック類のリサイクルシステムを構築すること

が求められている。プラスチック類は重量の割にかさば

り，その排出量も年々増加している。埋立場の容量が逼

迫している現在，プラスチック類の処分は，埋立よりも

焼却が主流となっている。ところが，容器包装リサイク

ル法が施行されたことにより，廃プラスチックのリサイ

クルも求められるようになってきている。しかし,廃プラ

スチックの再資源化には，リサイクル施設の整備などこ

れまで以上に費用がかさむ。そのため費用負担が困難な

市町村では,廃プラスチックの収集が実施されていない。

ダイオキシン対策，リサイクルという，市町村が直面

しているごみ処理の二つの問題をとりあげたが，上に述

べたように二つの問題は深く関連しているのである。こ

れらの問題だけにとどまらず，すべてのごみ処理に関す

る社会問題は複雑に絡み合った様相を呈しているのであ

る。そのため，これらの問題を解決するために市町村は

多大な費用負担を強いられている。こうした現状認識に

基づきながら，ごみ処理に関するこれまでの研究を整理

しておきたい。

２．従来の研究と研究目的

ごみ処理に関するこれまでの研究は，行政学,経済学，

社会学，工学など様々な分野から取り組まれてきた。行

政学や社会学の側面からは，学識経験者として制定に関

わった容器包装リサイクル法の制定過程の紹介や横浜市

におけるリサイクルシステム構築について論じた寄本

（1998）や，ごみ処理施設の立地への住民参加の様子を

取り上げた寄本(1989)，千葉市や伊達市，沼津市など特

定の自治体のリサイクルやごみ減量化への取り組みを紹

介した田口（1992）など，多岐にわたって廃棄物行政の

問題が取り上げられてきた。経済学の立場からは，廃棄

物処理に関する諸問題を経済学的に分析した植田

（1992),廃棄物広域処理の経済`性と財政構造について論

じた八木（1999,2000）などによって分析が行われてき

た。しかし，地理学的見地からは，廃棄物行政は研究の
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対象とされてこなかった。

一方旧厚生省は，新ガイドラインのダイオキシン対策

の一つとして，全国一律に同一の基準でごみ処理の広域

化を推進し，都道府県はその基準に基づいて広域化計画

を立てている。しかしそれが，それぞれの地域の実J情に

目を向けたものであるのかはなはだ疑問である｡例えば，

都市周辺などの人口の比較的多い地域では１曰100ｔを

全連続炉で処理という基準を満たすのは容易と思われる

が,人口の少ない農山村地域では，人口１０万人が目途と

される１日100ｔの基準を満たすのが非常に難しい。ま

た，広域化は新たな施設立地の問題を生む。住民のごみ

処理施設への不安は依然として大きいし，他地域のごみ

を受け入れることへの反発も予想される。そのため，立

地決定はこれまで以上に困難なものとなるだろう。これ

までごみの広域処理に関する研究は，この施設立地を論

点に，社会学や行政学の立場から特定の一部事務組合を

取り上げるものが主流であった。神長（2001）や大和田

（1999）などは，埋立場を管理運営する東京都三多摩地

域廃棄物広域処分組合を対象とし，立地決定や組合運営

への住民参加の難しさから，住民不在の行政体質が問題

であると指摘している。一方，八木（2001）は，経済学

の立場からごみ処理の広域化を考察した。そして，財政

力が弱く単独処理が困難な地方の自治体にとって，都市

と同一基準のごみ処理システムを実現するのに広域化が

一定の役割を果たしてきたと評価している。しかしこれ

らの研究は，ある特定の一部事務組合を対象にしたり，

広域化によるごみ処理コストの低減に関して一般的な評

価を与えるものに過ぎなかった。実際のごみ処理広域化

計画は全県レベルで計画が立てられ推進されているた

め，ごみを広域処理している特定自治体だけを取りあげ

た分析では不十分と言わざるを得ない。県全体が一斉に

ごみ処理の広域化に進むことはほとんどあり得ないから

である。広域化を必要とする自治体は，人口規模の小さ

な自治体であり，しかも広域化が実現するためには隣接

自治体同士の複雑な調整という過程を経なければならな

いのである。さらに，その過程で，広域化に取り残され

る自治体が出てきたり，単独での処理を推進しようとす

る自治体もあったりすることも十分に起こりえる。これ

と関連して，個別の事例を取り上げるだけでは，施設立

地の相互依存関係を捉えることが難しいことも，県全体

を考察することが必要な理由でもある。

現在の市町村が直面するごみ処理に関する大きな問題

は，費用負担の増加である。ダイオキシン対策やリサイ

クルに要する費用は，ごみ処理広域化に乗り遅れた市町

村が単独で実施しようとするなら，大きな負担となるは

ずである。反対に，ごみの広域処理をすでに実施してい

る市町村では，単独処理市町村と比べて比較的負担が軽

減されていると思われる。しかしながら，ごみ処理広域

化の費用削減効果について論じた研究は少なく，八木

（1999）も，一部事務組合における規模の経済の効果を

検討しているだけにとどまっている。

また，ごみ処理費負担の軽減を目的とするものに民間

委託がある｡民間委託は費用削減につながる一方で,サー

ビスの低下も懸念されている。しかし，すでに多くの市

町村でごみ収集の民間委託が実施されており，これまで

直営で収集してきた市町村も民間委託へ移行しつつあ

る。民間委託については宮崎(1997）が1960年代以後の

議論の展開を整理し，政府論に基づいた考察の必要`性を

指摘している。その中で宮崎は，地方自治経営学会の作

成した『公，民のコスト比較』が明確な根拠を示してお

らず，意味をなさないばかりか，地方自治に悪影響さえ

及ぼしかねないとの危`倶を表明している。しかし，多く

の市町村で業務の民間委託を取り入れている以上，その

状況を把握し，効果を分析することは必要であろう。

以上のように，ごみ処理に関わる諸問題に関してかな

りの研究が行われてきてはいるものの，取り上げられて

いる事例では，特定の市町村や－部事務組合だけに限定

されてきた。そのためごみの広域処理について，マクロ

な視点からの，一部事務組合の設立や市町村の組み合わ

せ，参加のタイミングといったメカニズムや，その効果

の考察が欠けている。また，施設立地，民間委託といっ

た問題も個別に取り上げられることはあっても，ごみ処

理の広域化と関連づけて論じられることはなかった。そ

こで本研究では，石川県内すべての一般廃棄物処理業務

主体を事例対象とする。そこでまず，ごみ処理広域化の

現状を把握し，次に，広域行政に注目しながら市町村間

および市町村内での施設立地の状況を検証し，さらに，

広域化と並ぶごみ処理費用削減策である民間委託の進展

度合いを明らかにすることを目的する。石川県内すべて

のごみ処理業務主体を対象として，ごみの広域処理を
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まま引き継いだ｢清掃法｣が制定された。この法律では，

改めてごみ処理は市町村の責務で行うこと，清掃区域を

定め計画的に収集，処理することが定められた。また，

汚物の処理に関する技術の向上を図ることが国の義務と

して明示され,1963年からはごみ処理施設が国庫補助の

対象となった。しかし，都市部では人口増加や生活レベ

ルの向上によるごみ排出量の増加，不法投棄，ごみ焼却

による煤煙が社会問題化し始め，東京ではごみの焼却で

発生する煤煙が原因による大気汚染や焼却施設の建設を

めぐる住民運動や｢第一次ごみ戦争」（溝入1988）と呼ば

れる住民同士の対立などの問題が表面化していた。

高度経済成長に伴い1960年代後半からは,大気汚染や

水質汚濁，自然破壊などの問題が曰本各地で深刻になっ

ていった。1968年には，水俣病などの健康被害が産業の

発展に伴う公害によるものであることが明らかとなり，

公害対策に関する施策が総合的に進められることとなっ

た。その後，1970年に「公害国会」が召集され，広範な

内容の公害関連１４法案が可決された｡そのうちの一つが

「廃棄物の処理および清掃に関する法律」（廃棄物処理

法）である。現在の市町村のごみ処理行政は，この法律

に則って行われている。

廃棄物処理法によれば，廃棄物は産業廃棄物(産廃)と

一般廃棄物(ごみ)に大別される。産廃は事業活動によっ

て排出される１９種類の廃棄物を言う。ごみには，家庭系

のごみと，事業活動に伴って排出される，１９種類の産廃

以外の事業系ごみがある。事業系の廃棄物は産廃，ごみ

の区別なく，排出事業者に自己処理責任が規定されてい

る。市町村は，白区域内のごみの処理計画を立て，収集，

運搬から，処理，処分までを行わなければならないと規

定されている。これが，市町村内で排出されたごみの処

理を市町村の外に持ち出すことなく完結させなければな

らない，「白区域内処理の原則」と呼ばれるものである。

さらに近年では，1991年に「再生資源の利用の促進に

関する法律（リサイクル法川１９９５年に容器包装リサイ

クル法，1998年に家電リサイクル法が制定されるなど，

リサイクルの推進を図るための法整備が整いつつある。

本稿で取り上げる廃棄物は，現在の廃棄物処理法で一般

廃棄物と定義されているものである。すなわち，前述し

たように，その処理について市町村が計画を定め，その

計画に従って収集，処理，処分しなければならないごみ

行っている市町村と単独処理を行っている市町村の比較

を通じて，広域化，施設立地，民間委託といった課題へ

の取り組みを考察することは,ごみ処理行政のみならず，

今後の広域行政のあり方という面から見ても深い意義が

あるに違いない。

３．調査の方法と分析手順

石川県内４１市町村のうち,ごみ処理を単独で行ってい

る自治体は８市町，－部事務組合を設立し，ごみ処理を

広域で行っている自治体は３３市町村ある｡後者の自治体

は計７つの一部事務組合を設立してごみ処理を行ってい

る。そこで，単独処理の８市町と７つの一部事務組合，

そして－部事務組合に参加している広域処理の１０市町

村で聞き取り調査を行った。聞き取りでは，広域化の経

緯や目的，または広域化しなかった理由等広域化に関わ

る事項，施設立地の経緯やごみ処理関連費について，民

間委託の状況を中心に聞いた。この聞き取り調査で得た

I情報を基に，石川県の環境安全部環境整備課が作成して

いる1989年度から1999年度までの『石川の廃棄物処理

（一般廃棄物)』等による各種ごみ処理関連データを用い

ながら分析を進める。

ＩＩ章では，ごみ処理の仕組みやごみ処理に伴う諸問題

を整理する。III章では，本研究の対象地域である石川県

のごみ処理の全体像を把握するため，石川県内における

ごみ処理の沿革を概観し，単独処理か広域処理かに注目

しながら各市町村のごみ行政の現状を概述する。ＩＶ章で

は，石川県内各市町村のごみ処理広域化の効果を分析す

る｡具体的には,ごみ処理を単独で行っている市町村と広

域で行っている市町村を，ごみ処理広域化の費用削減効

果,ごみの減量効果を検証する｡Ｖ章では施設立地の問題

に着目し，施設立地に対する見返りの有無やその種類な

どについて検討する。最後にVI章では，県内市町村のご

み処理における民間委託の現状に関して考察を加える。

ｎ．ごみ処理行政の仕組み

１．ごみ処理行政の歴史と関係法令

現在のようにごみの処理が市町村の責任で行われるよ

うになったのは，「汚物掃除法｣が公布，施行された１９００

年からである。1954年には，「汚物掃除法｣の方針をその
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である。この中には事業者が処理責任を持つべきあると

定められている事業系のごみも含まれている。廃棄物処

理法においては，白区域内処理の原則に基づき，市町村

は自区域内に焼却施設や埋立施設を建設し,そこで処理，

処分を行わなければならない。多くの市町村が－部事務

組合を設立してごみを広域処理している場合，一部事務

組合は地方自治法に規定された特別地方公共団体である

ため，この場合の自区域は構成する市町村すべてをあわ

せた圏域となる。

このように，ごみ処理に関わるさまざまな問題は，自

治体にとって費用負担の増加という問題に帰着する。広

域化や民間委託は，自治体による費用負担を軽減しよう

とする手段として用いられているのである。

IIL石川県内のごみ処理概要

１．県下市町村のごみ処理行政

ｉ）単独処理

現在，石川県内でごみ処理を単独で行っているのは，

金沢市，小松市，加賀市，輪島市，珠洲市の５市と山中

町，富来町，内浦町の３町である。このうち，加賀市と

山中町は，過去に共同でごみ処理施設を設置する計画が

あったが，施設設置の適地が見つからなかった。そのた

め，将来的に共同処理を目指すという約束にとどまり，

現在，加賀市も山中町も単独の焼却施設でごみ処理を

行っている。また埋立についても，加賀市と山中町の間

では加賀市の管理する埋立場へ山中町が負担金を払って

ごみを持ち込むという形を1963年から採ってきた｡しか

し，契約終了後の2001年に，地権者により更新が拒否さ

れ，山中町は単独で埋立場も建設することとなった。

一方，富来町は，1962年設立の羽咋郡市の環境衛生施

設組合に参加せず,その後も単独で1973年に焼却施設と

埋立施設を建設し，現在に至るまでその施設を使用して

いる。羽咋郡市では1967年と1975年に焼却施設，１９８１

年に埋立施設の建設が行われており，富来町の途中から

の広域処理への参加は施設立地のタイミングが合わず実

現しなかった｡内浦町では1974年に焼却施設と埋立施設

を建設した｡能登三郷でのごみの広域処理は1978年から

であり，施設建設のタイミングが合わず，現在まで単独

処理を行ってきた。

ｉｉ）広域処理

現在，石川県内でごみ処理関連業務を行っている－部

事務組合は，能美郡広域事務組合（能美郡広域，４町)，

松任石川広域事務組合(松任石川，１市３町５村)，河北

郡広域事務組合(河北郡広域５町)，羽咋郡市広域圏事務

組合(羽咋郡市，１市４町)，七尾鹿島広域圏事務組合(七

尾鹿島，１市６町)，穴水町門前町環境衛生施設組合(穴

水門前，２町)，能登三郷生活環境振興組合(能登三郷，

2町１村）の７組合であり，全部で35市町村が参加して

２．ごみ処理で発生する諸問題

ここでは，ごみ処理に関する社会問題ではなく，ごみ

処理を行う自治体にとっての問題を整理しておく。例え

ば，ごみ処理を行うには焼却施設，埋立施設が必要とな

る。施設建設にはそれぞれの用途にあった施設用地が必

要となり，同時に施設が立地される地域の住民同意が必

要となる。Ｖ章でふれるが，「迷惑施設｣と呼ばれるごみ

処理施設を立地させるには，見返りが必要になる場合も

ある。その場合，ごみ処理施設そのものに加えて，道路

や上下水道などのインフラ整備や余熱利用の施設，公民

館といった見返り施設も同時に建設することになる。自

治体が見返り施設を提供しない場合でも，迷惑料という

名目で地域に一定の金額を納めることで，住民の理解を

得ることもある。このように，施設立地は自治体にとっ

て困難な作業であるが，さらにその施設にはダイオキシ

ン対策などの公害対策が必要となり，多額の費用負担へ

とつながるのである。古い焼却炉を使用している場合，

ダイオキシン類発生への規制が厳しくなるたびに施設に

改良を加えなければならなくなる｡埋立施設の場合にも，

汚水処理の規制へ対応しなければならない。

焼却施設で能力を上回るごみを受け入れることは炉を

痛ませる原因となり，また，埋立施設の延命化のために

もごみの減量が必要となる。ごみの減量のためには，分

別の細分化や有料指定袋制などの施策が必要となり，住

民の負担も増加する。収集のパターンも多様化し，収集

回数も増加するので，収集費の負担も増加することにな

る。さらに，リサイクルのために収集される資源物も増

大し，それにともなってアルミ，スチール，ペットポト

ル，廃プラスチックなど，中間処理の方法も多様化し，

自治体の費用負担を押し上げる。
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表１一般廃棄物処理に関わる石川県内の－部事務組合いる(図１）。しかし，羽咋郡市の富来町と能登三郷の内

浦町では，ごみ処理業務を単独で行っているため，ごみ

処理関連業務に限ってみると，３３市町村となる。それぞ

れの一部事務組合は様々な業務を行っており，ごみ処理

に加えてし尿処理や消防，火葬場の設置管理を行ってい

るところが多い（表１)。

ごみの収集については，七尾鹿島を除けば一部事務組

合の業務に含まれず，各市町村業務となっている。つま

り，収集の広域化はあまり進んでいない。さらに，能登

三郷のごみ処理業務は焼却処理だけであり，埋立や資源

化などは各町村業務となっている。

－部事務組合の規模は，面積では768.73ｋｍ2の松任

石川が最大であり，98.61ｋｍ2の能美郡広域が最小と

JiiliijlLiL評i鷺１１i篭
戸了議」１９７０

１．

七尾市､鹿西町､能登
島町､鹿島町､中島町、
田鶴浜町､鳥屋町

七尾鹿島広域事務組合

羽咋市､押水町､志賀
町､志雄町､(富来町）羽咋郡市広域事務組合

松任市､美川町､鶴来
町､野々市町､河内村、
吉野谷村､鳥越村､尾
口村､白峰村

松任石川広域事務組合

※人口、面積は1998年の値
人ロ、面積の括弧内は内浦町､富来町を除いた数字
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ｉ）ごみ量

石川県のごみ総排出量は1989年度以降減少傾向に

あったが，1999年以降のダイオキシン対策による小型焼

却炉の使用自粛により，若干の増加傾向にある。石川県

の１人１曰当り排出量をみると，１９９５年頃から全国平均

とほぼ同じ水準で推移している。地域別に見ると，金沢
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市などの市部と事業活動の活発な金沢市近郊の町で全国

平均を若干上回る水準にあり，その他の多くの町村では，

１人１曰当り排出量が1ｋｇ以下のところがほとんどと

なっている(図２)。一方，輪島市と能都町では，生活系，

事業系の排出量がともに多く，１人１曰当り排出量は他

地域のほぼ２倍となっている。両市町で排出量が多い理

由は，これまでごみの分別が不徹底でごみ減量化への取

り組みが遅れていたこと，漁業が基幹産業となっている

輪島市では,朝市など個人営業で魚を扱う住民が多く，魚

のアラなどが一般廃棄物として排出ざれトン数を押し上

げていること，能都町では一部産廃も受け入れているこ

とにあるとみられている（両市町での聞き取りによる)。

石川県はリサイクル率でみると全国平均を下回ってい

るが，年々その差は縮まってきている。リサイクル率も

石川県内でかなり地域的に差が見られ，能登北部地方の

市町村では全国平均を大きく下回る水準にあり，十年前

の全国平均とほぼ同じ値である。一方，同じ能登地方で

も中部の七尾鹿島の各町では全国平均を大きく上回って

おり，羽咋郡市や松任石川の市町村でもリサイクル率は

高い。このように，ごみ排出量，リサイクル率ともに地域

的な差異は大きいが，最近では能登北部の市町村でも分

別の徹底や減量化への取り組みがなされており,今後,こ

のような地域的差異は解消されていくものと思われる。

ｉｉ）ごみ処理費

ごみ処理に関する費用には大きく分けて，ごみ処理施

設の建設改良費と処理及び施設の維持管理費があり，処

理及び維持管理費にはごみの収集にかかる費用も含まれ

る。広域処理を行っている市町村の場合，建設改良費，

中間（焼却）処理費，最終（埋立）処分費は組合負担金

として支出されている。収集に関しても，業務を民間に

委託している場合，委託費として表されている。そのた

め，ごみ処理を広域で行い，収集を完全に民間委託して

いる多くの市町村の場合，ごみ処理に関する費用は組合

負担金と，委託費の２種類で表されることになる。

収集の民間委託の場合，委託費の算定方法はそれぞれ

の市町村と業者との間で定められる。その際，人件費や

収集にかかる様々なコストを考慮して算定されており，

全てを把握することは出来なかった。また，小規模の市

町村では－業者の独占状態にある事も多かったが，業者

選定の際，入札方式を採用している市もあった。

一方，－部事務組合への負担金の算定方法はそれぞれ

独特であり，表２のようになっている。それぞれの－部

事務組合ごとの事'情にもよると思われるが,全負担金を，

人口割や前年度や過去３年間の平均のごみ処理量を用い

る実績割，均等割の組み合わせにより算定されている。

人口割は公平な算定方法と思われるが，ごみの排出量

が考慮されないため，市町村間で１人当りごみの排出量

に大きな差がある場合には，１人当り排出量が少ない市

町村で不公平感が発生する。実績割はごみの排出量の増

減が費用負担に還元されるため，ごみ減量へのインセン

テイブが働きやすい。しかし，事業活動の盛んな都市と，

事業活動がほとんどなく，生活基盤をその都市に依存す

る人口規模の小さい複数町村が同一組合内に存在する場

合，生活スタイルの違いから，都市住民に不公平感が生

まれやすいと思われる。一方均等割は，人口規模やごみ

排出量などを全く考慮しないため，－部事務組合内で人

口やごみ排出量の差が大きい場合，人口やごみ排出量の

少ない市町村で負担の割合が大きくなる。

以上のことにより，人口割，実績割，均等割という三

つの負担金算定方法にはそれぞれ一長一短があり，これ

らの算定方法を，－部事務組合ごとにそれぞれの事,情に

合うように組み合わせ,市町村が負担しているのである。

表２－部事務組合負担金算定方法

瓠上坦

可崗ｌｌｎｎ９ｆ

各一部事務組合規約により作成

－１９１－



表４山中町と松任石川の２町との比較
Ⅳ、石川県のごみ処理広域化の効果

美川町

１７，９５５

42,509

6ｑ464

鶴来町
29,026

85,815

１１６，８３３

山中町

200,757

125,874

332964

10年間の建設費平均
10年間のごみ処理､施設管理費用平均
10年間のごみ処理関連費の平均

１．広域，単独の比較

本章では,石川県のごみ処理広域化の効果を検証する。

石川県の市町村の広域化は1960年代から1970年代にか

けて進み，現在の広域化の枠組みがほぼ形成された。そ

こで，それぞれの事`情でごみ処理を広域化しなかった市

や町に注目し，ごみ処理に係る費用を中心に広域化した

市町村との比較を行うことで,広域化の効果を検証する。

比較にはトン当りごみ処理費や1人当りごみ処理費を用

いる。また施設建設費の比較に際して，単年度のデータ

では新規施設建設による費用の大幅増という影響が生じ

るため，1990年から1999年までの１０年間の全ごみ処理

関連費の平均（施設建設改良費含む）を用いた。

ｉ）山中町の場合

前述したように，加賀地方の郡部で唯一ごみ処理を広

域化していない山中町は，加賀市との共同処理の計画が

持ち上がったこともあったが，両自治体が納得できる施

設立地が困難であったため現在も単独処理を行ってい

る。山中町は，1997年に焼却施設，2001年３月にはリサ

イクル施設を併設した埋立施設を竣工させている。これ

らの施設の建設に際して国や県から補助を受けてはいる

ものの，単独で建設したことによるごみ処理施設建設の

費用は他の自治体と比べて膨大な金額にのぼると思われ

る。また，ごみ処理の費用も，他の市町村に比べて割高

なものになっている。そこでまず，山中町と人口規模が

近く広域処理をしている町と比較を行った。比較の対象

とした七塚町，高松町，鹿島町は，－部事務組合に参加

し広域処理を行っている。富来町は単独で処理を行って

いる（表３)。

山中町の1999年度のごみ処理費は124,277千円であ

る。これを基に，住民１人当りごみ処理費，処理量当り

ごみ処理費を比べてみた。用いたデータは，施設建設費

※費用の単位はすべて千円
数字は1999年度の値と､1990年から1999年までの平均
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を除いたごみ処理費と人口及びごみ処理量である。ごみ

処理費には収集費も含まれているが，この値を用いた理

由は，収集もごみ処理業務の一部とみなされるためであ

る。また，ごみ処理量として総量を用いるので，ごみの

種類なども考慮していない。

山中町の１人当りごみ処理費は11.91千円，トン当り

ごみ処理費は31.87千円であり，比較の対象とした４町

よりもかなり高額となっている。広域処理を行っている

３町と山中町との差を広域化の効果とするなら，広域化

の効果は大きいと言えるだろう。一方，山中町と同じく

単独処理をしている富来町では，広域処理を行っている

七塚町とほぼ同額とになっている。これは，七塚町の参

加している河北郡広域ではトン当りごみ処理費が比較的

高いことと，富来町のごみ排出量が七塚町と比べてかな

り多いことから処理単価も下がっていることによると思

われる。

次に，ごみ処理施設の建設費に関して広域化による効

果を検討する。施設建設費は，施設建設や改修工事など

があった年に急増する。そのために，1996年以降に焼却

施設と埋立施設，リサイクル関連施設を建設した山中町

と，山中町とほぼ同じ人口規模を有し，施設を一部事務

組合で建設してその負担金を支払っている美川町，鶴来

町の費用負担を比較した（表４)。

山中町と２町では，トン当りごみ処理費，１人当りご

み処理費の両者とも大きな差がみられ，広域化の効果は

大きい。さらに，１９８９年度から１９９９年度までの１１年間

の施設建設費の平均は，人口規模の違いを考慮したとし

ても非常に大きい。それゆえ広域化の効果は，ごみ処理

費だけにとどまらず，施設建設費にも及んでいることが

分かる。

ii）富来町の場合

富来町は羽咋郡市に参加しているものの，施設立地の

タイミングが合わなかったため，ごみ処理に関しては単

表３山中町と人ロ規模の近い４町との比較

目ｂＨＴ１－泄ＥＨＴ膳言雪Ｅｕ

］8７５１０m

E４Ｕ－ＵＬｊ

､４４１０８６８２ノＺ４Ｌ

]０２２０ＢＺＵ－４Ｕ

※費用の単位はすべて千円
数字はすべて1999年度の値
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独で行っている。富来町では現在，1973年に建設した焼

却施設と埋立施設を活用しているため,ここ２０年間に新

規の施設を建設していない。それでも毎年施設の修理改

修等による支出を行っている。ごみ処理費についても，

広域処理よりも負担が大きいと推測される。そこで，広

域処理を行なっている羽咋郡市の各市町と富来町とを比

較してみる（表５）。

押水町のトン当りごみ処理費が高くなっているのは，

組合負担金の算定方法によるものと思われる。というの

は，押水町は１人当りごみ排出量が他の市町の約半分し

かない。けれども，負担金の算定方法は人口割の割合が

大きいからである｡人口割による負担金の算定方法では，

ごみ処理量の多少は問題とならないため，－部事務組合

構成市町村のごみ排出量の差が大きい場合には，人口の

割にごみ排出量の少ない市町村で排出量の多い市町村の

分を負担する形となるのである。

一方，志賀町でごみ処理関連費が大きいのは，独自に

リサイクル関連施設を持ち，直営で収集から資源物の中

間処理を行っていることや，不燃ごみについても収集を

直営で行っていることが要因となっている。これらの事

'情を勘案し，特別な要因のない羽咋市，志雄町と比較し

ても，富来町の負担が大きくなっているのは明らかであ

る。地域的差異の少ない同一郡内での比較のため，この

差は広域化の効果を示しているといえる。

iii）能登北部の場合

能登北部では輪島市，珠洲市，内浦町が単独でごみ処

理を行っている。また，穴水門前，能登三郷の一部事務

組合も規模の小さな２町や１町１村でごみを共同処理し

ている。穴水門前，能登三郷の広域化の効果を把握する

ために，能登北部地域全体で比較を試みた（表６）。

能登北部地域は，－部事務組合の規模が小さいため，

全般的にごみ処理にかかる費用が県平均と比べて高い。

１人当りごみ処理費で見ると,ほとんどの市町村が１１千

円台となっている。また，１人当りごみ排出量が非常に

多い輪島市と能都町を除けば，トン当り処理費もかなり

割高である。単独処理の内浦町はこのような中で，１人

当り処理費，ごみ量当り処理費ともに際立って高い値を

示している。

能登北部地域では，内浦町を除けば，輪島，珠洲の両

市と穴水門前，能登三郷の両組合が人口規模で２万人前

後となり，１人当りごみ処理費はよく似た値を示す。この

ことから，規模の小さな市町村同士の一部事務組合では

大きなスケールメリットを発揮することは出来ず，その

効果は，同規模の単独処理自治体のレベルにとどまる。

とは言え，処理を単独で行えばそれ以上の費用負担を強

いられるはずであり，少なくともその分の効果が広域化

にあると言えよう。

表５富来町と羽咋郡市の１市３町との比較

富来町

１０，８７５

4,348

1095

108,682

25.00

９．９９

26.374

690635

96,009

羽咋市

26,423

9.750

1011

1770980

１８．２５

６．７４

16.004

154,108

170.112

志雄町

７．６０９

2,592

９３３

39,485

１５．２３

５．１９

４，１９０

３４．１６７

38.357

志賀町

16.253

5339

900

16ａ367

30.60

１０．０５

9.388

118.255

127643

押水町

9011

1.844

５６１

65,673

35.61

７．２９

4,819

46,934

51.753

人ｐ

ごみ量(t）

1人当りごみ排出量(kg）
ごみ処理費

トン当りごみ処理費

1人当りごみ処理費

10年間の建設費平均

10年間のごみ処理､施設管理費平均

1o年間のごみ処理関連費の平均
２．広域，単独の費用削減効果，問題の考察

ごみ処理を単独で行っている山中町，郡内唯一の単独

処理市町村の富来町，広域化の規模が小さく，単独処理

※費用の単位はすべて千円

数字は1999年度の値と､1990年から1999年までの平均
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表６能登北部の市町村のごみ処理費用比較

輪島市

230455

22007

2.119

266231

１２．１０

11.35

494879

230,902

725,781

珠洲市

21,765

9022

1,136

260687

28.89

１１．９８

４．８８１

195,820

200701

内浦町

a546

a226

1P34

128,014

39.68

14.98

135.622

81,733

217,355

穴水町

12065

４，１２７

937

11ａ281

28.66

９．８０

2,268

104,495

1060763

門前町

9,083

２，９２１

８８１

１０８００３５

36.99

１１．８９

2,268

92,303

94,571

能都町

１２，６３８

8,885

1,926

142163

１６．００

１１．２５

70,829

129,054

199883

柳田村

4,992

1,441

７９１

55,689

38.65

１１．１６

１３，７９２

31,252

45044

人口

ごみ量(t）

1人当りごみ排出量(kg）
ごみ処理費

トン当りごみ処理費

1人当りごみ処理費

10年間の建設費平均

10年間のごみ処理､施設管理費平均
1o年間のごみ処理関連費の平均

※費用の単位はすべて千円

数字は1999年度の値と､1990年から1999年までの平均
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の一部事務組合の規約に定められ，各市町村の合意の上

で決定している。しかしながら，羽咋郡市の押水町のよ

うに，負担金算定方法によっては広域化の効果が現れに

くい結果になる。１人当りごみ排出量の差が大きい地域

では実績割の割合を高め，地域内で人口やごみ排出量に

大きな差がなければ人口割や均等割の割合を大きくする

などの，公平を期すための柔軟な対応や規約変更手続き

が必要となると思われる。

和田（1999）は一部事務組合の負担金について，「負担

金は決められるとそのまま文句なしに支出せざるを得な

い性格を持っている。（中略)現在の負担金は，人口割や

平均割，利用割等の基準で構成市町村に課せられるが，

これも住民は直接関与し得ない世界で決められていく。

中心都市と周辺の過疎町村の負担割合も，利用度や便宜

性などとのかかわりで軋礫を生み出す可能性が大きい」

と指摘している。ごみ処理の広域化を進める際，組合負

担金の算定方法や一部事務組合の運営に地域住民が直接

関与できないことなどが今後に残された大きな課題であ

る。

また，加賀市と山中町の広域化の計画が，両市町の納

得のいく施設の立地場所を選定できないという理由から

実現しなかったことに見られるように，広域化には，施

設立地という大きな問題が存在する。施設立地は，単独

処理で自市町村内に立地する際にも難しい問題となる。

それが広域化することで，問題はいっそう複雑になる。

－部事務組合の業務への住民参加は，現時点ではその仕

組みが確立されておらず，施設の立地決定にも直接住民

が関与することは難しい。そこで次章では，石川県の施

設立地状況について考察する。

の市町もある能登北部を中心に比較，分析を行ったが，

ここではあらためて広域化の効果を検証する。

ここまでの比較を通していえることは，その規模に関

係なく，ごみの広域処理はごみ処理費用削減につながる

ということである。穴水門前や能登三郷のように，たと

え規模の小さな２町の広域処理でも単独処理するよりは

費用負担は少なくて済む。山中町や富来町に関する比較

からも，広域化がもたらす費用削減の効果は明らかであ

る。

業務が広域化し市町村の手から離れ，住民との関わり

の少ない－部事務組合によって行われるようになること

で，それぞれの地域住民の意思が反映されにくくなり，

サービスの低下が懸念されることもある。－部事務組合

の役員は構成市町村長や助役などによって固められ，組

合議会の議員も直接住民に選ばれるのではなく，構成市

町村議会から数名ずつ選ばれるだけだからである。－部

事務組合でのごみ処理については「組合に責任を実質転

嫁し，市町村責任を免れようとする消極的対応である。

（中略)姑息の措置である場合もある」（田口1992）とい

う厳しい見方もある。しかし，石川県内のごみ処理広域

化は，七尾鹿島を除くすべての一部事務組合で，広域化

されているのは収集の次の中間処理(焼却）からである。

すなわち，サービスの独自性を発揮しにくい焼却，埋立

が一部事務組合業務，住民が行政サービスに直接接する

収集が市町村業務となっており，行政が住民への細やか

なサービスを発揮する余地は残されているのである。

共同で持つ焼却炉の性能等により，分別方法で独自性

を発揮することは難しいが，資源物や粗大ごみの直営収

集で，独自性を発揮する志賀町の例もある。もちろん，

単独処理を行い，さらに収集でも直営により独自性を打

ち出す市町村もある。しかし，ごみ処理の広域化によっ

て，費用削減効果分を住民サービスの向上のために充て

ることが可能となるのである。逆にいえば，単独処理に

よってごみ処理費がかさむ市町村では，その他のサービ

ス向上が見込めなくなる恐れがある。石川県内のごみ処

理広域化は，市町村の独自性を発揮する余地を残して行

われ，その効果により，さらなる住民サービスの向上を

生み出す余力をもたらしていると言える。

一方では，－部事務組合負担金の算定方法に問題があ

ることも明らかとなった。負担金の算定方法はそれぞれ

Ｖ、施設立地の状況

Ⅳ章の最後でもふれたが，ごみ処理を行う上で，単独

処理，広域処理どちらにおいても問題となるのが焼却施

設や埋立施設の立地である。ごみ処理施設は，いわゆる

「迷惑施設」である。ごみ処理施設が立地すると，その

付近を収集運搬の大型車が行き交うようになり，排ガス

や悪臭が心配される。また，焼却施設の煙突からは煙が

上がる。埋立施設には地下水汚染という心配も付きまと

う。ごみ処理施設の立地によって，その地域のイメージ
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が悪化するのではないかという懸念もある。そのため，

ごみ処理施設の必要性は認めるが近所に立地して欲しく

ない，「迷惑施設」と住民から呼ばれるのである。「ごみ

戦争宣言｣もごみ処理施設の立地が引き金となっていた。

石川県でも，前述のとおり加賀市と山中町の広域化の計

画を頓挫させる直接の原因となったのは施設立地の問題

であった。施設立地はいつの時代にも，どの場所におい

てもごみ処理行政にとって避けて通ることのできない大

きな課題となっている。

施設を立地させるために必要な住民の同意は，単独処

理の場合は地区，町会単位であるが，広域処理の場合に

は市町村単位となる。また，広域処理を行う－部事務組

合はその構造上，住民の意思を反映しにくく，立地決定

への住民参加も難しい。そのため，広域処理の施設立地

は非常に困難なものになると予想される。単独，広域の

いずれの場合にも，施設立地には町会への見返りが必要

になると思われる。そこで，石川県内の各ごみ処理施設

（リサイクル施設を除く）の立地状況を見返りの有無に

着目しながら考察する。なお，見返りの有無について，

聞き取り調査ではっきりとした回答が得られなかった分

は不明としている。

表７施設立地状況（単独処理）

j'二
年エ竣

見返り立地場所

？ ごみ収集車基地跡地

？ 斎場跡地

公民館､インフラ整備等山間部

インフラ整備山間部､境界近く

ごみ袋半額山間部､市域中心

饗漂，臓鍵ｲﾝ山闘瓢一~~~￣
なし山間部

インフラ整備町薬務開始当時から

なし旧焼却炉の建て替え

？ 山間部､1974年から同町会内

公民館､インフラ整備等山間部

インフラ整備山間部､境界近く

なし山間部

？ 山間部

なし山間部

なし鰡翻?…分嶋の繕統一
？ 山間部

なし山間部

糺_鵠部私段処分…鶴
なし山間部
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い地域が選ばれやすいというのがその要因と思われる。

その一方，焼却施設では９施設中５施設で見返りの事

業が行われている。焼却施設は埋立施設と異なり，煙突

から吐き出される煙（実際には水蒸気の場合が多い）が

目に見えるため，住民の不安は現実的なものとなりやす

い。そのため立地に際して住民同意を得るのがより難し

くなるために，見返りの事業が多くなっているものと思

われる。見返りの事業の種類は，住民にとっても有用で，

施設運営にも必要不可欠な道路整備や上下水道の整備と

いったインフラ整備が多くなっている。立地場所は，埋

立施設はすべて山間部，焼却施設についても山間部が多

くなっている。

１．単独処理

石川県内のごみ単独処理市町村は５市３町である。現

在，金沢市は焼却施設が２か所と埋立施設がlか所，他

の各市町は焼却施設と埋立施設をlか所ずつ所有してお

り，合計17施設が単独市町の施設として立地している。

また，能登三郷の能都町と柳田村では，広域で焼却を，

単独で埋立をそれぞれ行っている。能都町には埋立施設

が２か所あり，考察は３か所の埋立施設を加え，現有の

20施設で行う。それぞれの施設の立地状況を聞き取り調

査に基づいてまとめたものが表７である。見返りが確認

できたのは２０施設中７施設である。そのうち，小松市と

輪島市の施設は焼却施設と埋立施設が隣接しており，実

質的には18施設中５施設となる。この表から，埋立施設

のみを建設する場合，立地する町会への見返りはないこ

とがわかる。一般的に埋立施設の場合，広大な面積と埋

立容量が必要となるため,立地可能な場所は限定される。

すなわち，臨海部であれば海，それ以外では山間部の谷

地が選ばれることになる。そのため必然的に住民の少な

２．広域処理

石川県内のごみ処理を目的とした－部事務組合は７つ

で,現有のごみ処理関連施設は合計15施設である。内訳

は，前述の能登三郷が焼却施設のみの１施設，河北郡広

域が焼却施設２か所と埋立施設lか所，穴水門前が焼却

施設１か所と埋立施設２か所，その他の一部事務組合が

焼却施設，埋立施設１か所ずつである（表８)。

予想に反して見返りを伴う施設建設は少なかった。

もっとも不明が多いために，データとしては不十分であ
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表８施設立地状況（広域処理）

LLJiiililhmIiiliii
見返り立地決定
公民館､イン山間部､組合設立当時から辰ロ町
フラ整備等内

なし組合内中心市

？組合内中心町

？組合内中心町

インフラ整備？

!『iilご雪董備理事会決定､域内中心
なし境界近く

なし境界近く

頑寵＝7ﾗｰ面簡蔀宇羅F霞豆雪蒔万官房百百テ
フラ整備等内

なし山間部で域内の中心

？山間部､組合内中心町

？山間部､組合内中心町

インフラ整備山間部

？山間部､域内中心

なし山間部､境界

？ 山間部､組合設立初期から穴水町門前町環境衛生施設組
合山中処分場

石川県環境安全部環境整備課『石川の廃棄物処理(一般廃棄物)』､聞き取り調査より作成

る以前から地区住民によってごみ捨て場とされていた谷

地をそのまま使用している場合もあることなどから，焼

却施設よりも立地決定はスムーズに進むと思われる。そ

の他，－部事務組合内の中心都市や一部事務組合内の地

理的な中心へ立地した場合には，見返りがないことも

あった。

一方，道路や上下水道といったインフラ整備の見返り

は，どこに施設を建設しても必要となる。特に道路は，

ごみを満載したパッカー車が毎日行き交うのに耐えうる

だけのものがどこに立地しようとも必要である｡そして，

そのインフラ整備が地域住民の要求する見返りと合致し

た場合に，立地は比較的スムーズに進むものと考えられ

る。

その他の見返りについては，インフラ整備に加えて，

公民館や運動施設，余熱利用施設などがあった。施設以

外では，珠洲市が焼却施設周辺住民の指定ごみ袋代を半

額としている。地域特有の町内会費のようなものを毎年

町会へ収めている施設もあった。補償費などの名目で迷

惑料を見返りとした場合もあったが，聞き取り調査では

金額や受け手等について，詳しい』情報が得られないこと

る。見返りのすべてにインフラ整備が挙げられている。

道路や上下水道の整備といったインフラ整備は当該地区

の住民だけでなく，施設の運営にとっても有用である。

広域処理の場合には市町村単位で住民同意が必要である

ため,施設が立地する市町村単位でなんらかの見返りか，

ごみ処理費面での優遇措置が取られているものと予想し

ていた。しかし聞き取りの結果，そのような措置は皆無

であった。立地は，埋立施設はすべて山間部にあり，一

部事務組合の地理的な中心の立地を意図したものが多

い。焼却施設の立地は，山間部より平地が多く，－部事

務組合の地理的な中心あるいは中心市町というように，

収集運搬のコストを考慮した立地といえる。

３．見返りの有無とその種類

施設立地の際の見返りについては，特に焼却施設の立

地に見返りを伴うことが多い結果となった。上述したよ

うに焼却施設は，埋立施設と比べて住民の反発を受けや

すいため，見返りが必要となっていると考えられる。ま

た埋立施設は，山間部にあって，周辺に民家や集落の少

ない場所が選ばれたり，市町村による埋立処分が行われ
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も多かつた。金銭面のやり取りはデリケートな問題を含

み正確な情報を得られなかったため，今回の分析ではこ

れ以上踏み込むことはできない。

当初想定していたような，単独処理の場合よりも施設

立地が困難と思われる広域処理で見返りが多くみられる

という結果は得られなかった。聞き取りでも，現行の施

設立地の際の住民の反対について,「それほどでもなかっ

た｣という回答が単独処理，広域処理を問わず多かった。

施設立地に際して，建設する施設が最新の設備でクリー

ンであることを強調した説明を住民に対して繰り返し，

承諾を得たという例もあった。見返りの有無にかかわら

ず，多くの市町村や－部事務組合で施設立地に際して大

きな反対はなかった。ごみ処理施設を市町村が建設する

場合，産廃処理施設と違い，住民自らの生活ごみを処理

処分する施設のため，大げさに反対をすることがはばか

られるという意識も強く働いていたものと思われる。こ

れは，広域処理の場合にも同様と思われる。

いわゆる迷惑施設で，総論賛成，各論反対の代表格の

ように言われるごみ処理施設であるが，十分な説明とあ

る程度の見返りで住民の納得は比較的容易に得られるの

かも知れない。また，施設立地への住民参加であるが，

単独処理，広域処理のどちらの場合にも確認できなかっ

た。役所の決定に異を唱えることの少ない石川県の県民

性が施設立地を比較的スムーズに進ませる理由のひとつ

かもしれない。

とはいえ，ごみ処理施設立地は，多くの時間と労力や

知恵が必要な作業であることには変わりない。清水

（1999）は，ごみ処理施設から米軍の基地まで，さまざ

まな「迷惑施設」の立地の原則として，「公共性への合意

の原則｣，「複数候補地の原則｣，受益者近接立地の原則｣，

「住民参加の原則」の４つを示した。同時に，見返り的

な施設については「苦渋の選択」であるべきだ，と述べ

ている。４原則についてはもっともである。どれかひと

つでも欠けていれば，立地はより困難になるだろう。し

かし，なんらかの見返りが苦渋の選択であるべきという

ことについてはどうだろうか。いくら４原則に則った立

地であっても，住民にとって「迷惑施設」は負の要素で

あることには変わりない。住民が負の要素を相殺する見

返りを要求することや，行政の側から住民へ提案してい

くことは自然なことではないだろうか。

七尾鹿島で焼却施設を立地する田鶴浜町では,｢施設か

ら基準値以上のダイオキシンが検出されたとき，町の施

設ではないのに取材は真っ先に町長のところへ来た。報

道では田鶴浜町の名前が大きくでたため，町のイメージ

ダウンになった」ということであった。単独処理市町村

の場合なら自らの責任として割り切れるのかもしれない

が，広域処理で施設が立地する自治体は，組合内の他市

町村の分までこのような二次的なリスクも負うことにな

るのである。

これらのことから，それぞれの地域で，いわゆる迷惑

施設の立地という負担を強いられる住民の納得を得るた

めに見返り事業が行われることは，止むを得ないことで

あり，時には必要なことであると言えよう。

Ⅵ、民間委託

最後にごみ処理業務の民間委託を取り上げる。これま

で,行政サービスの民間委託は,費用削減等を目的に様々

な業務で行われてきた。石川県の各市町村のごみ処理業

務では，主に収集を民間委託してきた。先にもふれたと

おり，石川県の広域処理の市町村の収集業務は，七尾鹿

島を除き，その裁量が市町村に委ねられている。それぞ

れの市町村がどのように収集を行っているのか，また，

収集以外ではどのような業務で民間委託を行っているの

かに関して，調査を行った。この調査結果に基づいて，

ごみ収集の民間委託の費用削減効果について検証する。

１．収集の民間委託

現在，石川県のほとんどの市町村では，家庭系ごみの

収集を民間業者に委託しており，直営収集を残す市町村

はわずかである。1989年度から1999年度までの資源物

を含む家庭系ごみ収集の民間委託状況をまとめた（表

９)。1989年度の時点から収集業務を完全に民間委託し

ている市町村が多い。当時，完全直営収集が行なわれて

いたのは８市町であったが,1999年度には完全直営収集

は能都町１町だけとなっている。残りの市町は，この間

に完全委託または－部委託へと移行している。このこと

から，石川県の市町村では，収集は直営から民間委託へ

移行する傾向にあると言える。

現在，－部委託で収集を行っている５市町村のうち，
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表９民間委託の状況（収集）

岬直醐△○○○○○○○○○○○○○ｏｏｏｏｏ○○○○○△ｏ△ｏ鯏酬酬醐酬醐ＣＯ直△ｏ｜△
函直醐△○○○△ｏｏｏｏｏｏｏｏｏｏｏｏｏｏｏ○○○○△ｏ△ＣＭ組組酬醐醐ＣＯ直△○一△
幟直酬△Ｃｏｏ△ｏｏｏｏｏｏｏｏｏｏｏｏｏｏｏｏｏｏｏ△ｏ△ｏ醐組酬酬醐醐ＣＯ直△ｏ｜△
砿直醐△○○○△○○○ｏｏｏｏｏｏｏｏｏｏｏｏｏｏｏｏ△○△ＯＭＭ酬醐醐醐ｏ○直△ｏ｜△
鯉直酬△Ｃｏｏ△○○○○○○○○○○○○○○○○○○○△○△△酬鯏醐酬醐醐○○△△ｏ｜△
僻直醐△○○○△○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○直△直組酬醐酬酬鯏○○直○○一△
鯉直酬△○○○△○○○○○○ｏｏｏｏｏｏｏｏｏｏｏｏｏｏ直△直醐酬酬醐醐酬ＣＯ直○○｜△
關直鮒△○ＣＯ△ｏｏｏｏｏｏｏｏｏｏｏｏｏｏ組組組組組ｏ直△直酬酬酬醐酬醐ＣＯ直○○○△
卿直醐△△△○直○○○○○○○○○○○Ｃｏｏ組組組組組ｏ直△直酬酬醐醐醐醐ＣＯ直Ｃｏｏ△
“直醐△△直○直○○直△○○○○○○○○○○組組組組組○直直直組組組△△△○ｏ直Ｃｏｏ△

岬
一
△
組
△
ｏ
ｏ
ｏ
ｏ
ｏ
ｏ
ｏ
ｏ
ｏ
ｏ
ｏ
ｏ
ｏ
ｏ
ｏ
ｏ
ｏ
ｏ
ｏ
ｏ
Ｃ
ｏ
ｏ
△
ｏ
△
Ｃ
組
組
組
組
組
組
Ｃ
Ｏ
直
△
○

金沢市

七尾市

小松市

輪島市

珠洲市

加賀市

羽咋市

松任市

山中町

根上町

寺井町

辰ロ町

川北町

美川町

鶴来町

野々市町

河内村

吉野谷村

鳥越村

尾ロ村

白峰村

津幡町

高松町

七塚町

宇ノ気町

内灘町

富来町

志雄町

志賀町

押水町

田鶴浜町

鳥屋町

中島町

鹿島町

能登島町

鹿西町

穴水町

門前町

能都町

柳田村

内浦町

河北郡

七尾鹿島 △

※○は完全委託､△は一部委託､直は直営､組は一部事務組合業務

石川県環境安全部環境整備課『石川の廃棄物処理(一般廃棄物)』より作成

'よ混入が起きやすくなるため，サービスの低下を招くと

危`倶されているのであろう。

しかし，たとえ収集を民間委託していても，きめ細か

なサービスを行っている町もある。内浦町では，可燃ご

み収集が週に３回，不燃ごみ，資源物の収集が月に４回

行われる。県内の他の市町村では，それぞれ週２回，月

1～２回が平均であり，行政の管理，指導次第で住民に

とって便利なごみの収集体制作りも可能なのである。

富来町と柳田村は，直営収集は資源物だけである。同じ

く一部を委託収集している志賀町でも，直営収集は不燃

ごみと資源物が中心である。1999年度から収集の一部に

委託収集を導入した金沢市も，導入は可燃ごみだけであ

り，不燃ごみや資源物などは依然として完全直営収集で

ある。これは，民間委託によるサービスの低下や，行政

の目が行き届かなくなることを恐れたためであると思わ

れる。

実際，参加自治体すべてが収集を完全民間委託してい

るある－部事務組合の埋立施設を見学した際，ペットボ

トルやアルミ，スチールとして収集されたであろう物が，

委託業者のパッカー車から直接埋立場内に投入されてい

る光景を目にしたことがあった。このように民間委託で

２．他業務の民間委託

収集以外の業務の民間委託については，焼却施設や埋

立施設での民間委託を行っているところがある。１９９９年

度現在，焼却施設については内浦町クリーンセンターが
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表１０羽咋郡市広域圏事務組合の１市２町におけるごみ収集の民間委託状況

用

市町村名
委託料人件費収集運搬車両等購

入費
分別数

合計

１９８９

１９９０

１９９１

１９９２

１９９３

１９９４

１９９５

１９9６

１９９７

１９９８

１９９９

1１７，６１５

１２６，０６３

84,315

129,848

133,080

150,749

157,705

192,799

205,274

183,2７１

１７７，９８０

0

0

22,021

25,544

260996

30,540

29,715

30,452

64,838

65,866

66,759

60,434

54,083

37,217

37,942

39,205

40,143

41,807

46,386

０

０

０

4,795

4,316

3,913

4,582

8,849

3,922

1,818

1,886

０

０

０

１
９
０
８
８
０
０
０
０
０
０

４
８
０
４

９
２
４
３

０
０
０
０

４
７
５
３

70,170

65,688

63,151

73,476

78,398

74,605

73,340

78,724

64,838

65,866

66,759

船
船
船
船
船
船
別
船
船
船
兇

７
１
９
６
９
５
５
８
６
９
５

●
●
Ｐ
●
■
●
●
●
●
●
●

９
２
４
６
８
９
６
０
１
５
７

５
５
７
５
５
４
４
４
３
３
３

２
２
２
２
２
９
９
９
９
Ｍ
８
’
２
２
２
２
２
９
９
川
Ⅱ
烟
８
’
２
２
２
２
３
４
４
６
６
脚
７

△
△
△
△
△
△
△
Ｃ
Ｏ

羽咋市

１９８９

１９９０

１９９１

１９９２

１９９３

１９９４

１９９５

１９9６

１９９７

１９９８

１９９９

23,002

25,806

17,136

27,554

41,812

26,290

28,906

38,667

48,258

47,753

39,485

３０９

１５５

６４９

６４９

649

10,000

100000

10,000

12,500

13,484

13,000
３
５
６
６
０
０
０
０
０
０
０

６
４
４
６
２

８
３
０
６
２

０
０
０
０
０

７
８
９
９
０
１

1,443

1,195

1,211

1,618

1,667

３０

０

０

０

０

０

０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０

9,615

9695

10,906

11,933

12,536

10,030

10,000

10,000

12,500

13,484

13,000

兇
船
船
冊
冊
船
船
船
船
船
船

８
６
６
３
０
２
６
９
９
２
９

●
●
●
●
●
Ｃ
Ｑ
●
●
●
●

１
７
３
３
０
８
４
５
５
８
２

４
３
６
４
３
３
３
２
２
２
３

志雄町

Ｏ
ｏ
ｏ
ｏ
ｏ
ｏ

１９８９

１９９０
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運転管理を民間委託している。埋立施設では，珠洲市の

一般廃棄物埋立処分場，松任石川の鶴来清掃センターが

施設管理を民間委託，金沢市の戸室新保埋立場と河北郡

広域の河北郡灰埋立場が施設管理の一部民間委託を行

なっている。その１１年前の1989年度に行われていた民

間委託は，山中町のごみ焼却場と内浦町の福光最終処分

場だけであった。委託や一部委託で運転管理する施設数

は若干増えてはいるが，委託を取りやめている場合もあ

り，一般的な傾向を指摘することは難しい。

ション収集や各戸収集といった収集方式，分別方法，収

集回数などサービス内容が異なっており，さらに，収集

面積や住宅地や山間部といった地理的な条件の違いもあ

るため，市町村間で収集費を単純に比較することは難し

い。そこで,過去11年間の間に収集を直営から民間委託

へ切り替えた羽咋市，志雄町，押水町に注目し，委託前

と委託後の収集費の変化から民間委託の費用削減効果に

ついて検証する。

羽咋市，志雄町，押水町の１市２町は羽咋郡市でごみ

の広域処理を行っており，ごみの分別方法はほとんど同

じである。この１市２町それぞれの1989年から1999年

までの１１年間のごみ収集関連費を示したのが表１０であ

る。この表では収集の民間委託の効果を測定するために，

ごみ処理費に占める収集関連費の割合を示した。羽咋市

と志雄町で，ごみ処理費に占める収集関連費の割合が委

託後に低下していることが分かる。押水町についても，

1998,1999年と割合は増加に転じているが，それ以前の

割合は低下傾向にある。実際の収集費が減少するとは限

３．民間委託の費用削減効果

ごみ収集とそれ以外の業務の民間委託についてみてき

たが，次にごみ収集の民間委託がどれほどの費用削減効

果を持っているのか検証する。

民間委託の費用削減効果を調べるために，直営で行っ

ている市町村と委託している市町村を比較し，その費用

差を割り出す方法は妥当とは思われない。収集費は，そ

れぞれの市町村ごとに委託業者との契約方法やステー
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結論を得ることができた。

広域化については，単独処理の市町村と広域処理の市

町村の，住民１人当りごみ処理費やトン当りごみ処理費

等を比較することで広域化の効果を検証した｡その結果，

①ごみ処理の広域化は市町村のごみ処理費の削減に大

きな効果をもたらす。

②施設建設費で広域化の効果は顕著に表れる。

③広域化の規模が小さければ，その効果は限られたも

のになる。

④収集を市町村の業務に残した広域化は，市町村の独

自性発揮の余地を残す。

という４点が明らかとなった。これは，石川県内の各市

町村のみならず，一般的に当てはまるものであろう。な

ぜならば，ごみの適正処理のために高度に専門的な技術

やリサイクル推進が求められるようになったため，財政

規模の小さな市町村が単独で行うには費用負担が過大に

なっているからである。ごみ処理広域化は，スケールメ

リットを通じたごみ処理費の削減を目的としており，結

果的に住民サービスの向上と適正処理も期待されてい

る。

その一方，組合負担金の算定方法によっては分担する

費用に不公平感が生まれる可能性がある，という新たな

課題も明らかとなった。人口割や実績割，均等割などの

組み合わせが，－部事務組合の負担金を算定する方法と

なっており，人口の割に費用負担が多かったり，ごみ量

の割に費用負担が少なかったりという状況がみられるの

である。また，－部事務組合の運営について，住民参加

が難しいその体制を問題として指摘した。しかし，今回

の調査では，この点についてあまり深く掘り下げること

が出来なった。

次に，ごみの単独処理と広域処理では，施設立地の容

易さの点で，なんらかの違いがみられるとの予想を立て

て施設立地を考察した結果，次のような点が明らかと

なった。

①施設立地は，見返りという点では単独処理と広域処

理で大きな違いはみられない。

②ごみ処理施設にとっても，地域住民にとっても有用

なインフラの整備が，見返りとして広くみられる。

③焼却施設建設の際には，公民館や余熱利用の施設が

見返りとされることが多い。

らないが,ごみ処理費に占める収集費の割合の低下分が，

民間委託の費用削減効果といえるだろう。

民間委託への移行と並行して，分別数が増加している

様子も興味深い。ただ，民間委託への移行時期と，分別

数が増加した時期が偶然に重なっただけの可能性もあ

る。しかし，分別数を増やせば，収集コストは増大する

はずである。分別数を増やした結果，人件費の高い自治

体職員による収集では費用がかかりすぎるという判断か

ら，民間委託に切り替えたと推測することもできる。も

しそうであれば，民間委託が期待された効果を発揮して

いると判断できることになる。

表では示されていないが，羽咋郡市の各市町の分別細

分化は他の市町村と比べて少し遅れていた。多分別化が

進んでいた市町村では民間委託も進んでいることから，

民間委託の進展と，分別数の増加には相関関係があるも

のといえる。それゆえ，上記の推測は妥当と言えるだろ

う。

しかし，この結果が他の市町村にも当てはまるかどう

かはわからない。多くの市町村の委託業者数は１社であ

る。しかもそうした業者は当該市町村内に存在する唯一

のごみ処理業者であったり，市町村出資の会社であるこ

とが多い。表に示した羽咋市の場合は３社に委託してい

る。一方，志雄町，押水町は１社だけである。また，複

数社に委託している場合でも，ごみの種類ごとに業者を

変えていることが多い。志雄町，押水町のように，業者

同士の競合がない場合でも，市町村直営で収集を行うよ

り費用は安く押えられている。しかし，その効果は限ら

れたものになっていると思われる。

Ⅶ、むすび

廃棄物処理法で市町村の責任とされたごみ処理業務

は，ダイオキシン問題やリサイクルの推進などにより，

大きな変化の時代を迎えている。ごみの適正処理のため，

市町村は現状以上の広域化を要求され，また，ごみ処理

費負担の増加に対応するために，費用削減策が必要とな

るのである。本稿は，市町村が直面する広域化と施設立

地，費用削減策のひとつである民間委託の３つの問題に

焦点をあて，その効果や，対策の状況を分析し，考察を

加えたものである。それぞれの分析により，次のような
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④集落や民家から離れた場所に立地しやすい埋立施設

を建設する際には，見返りの事業はほとんど行われて

いない。

とくに，単独処理の場合と広域処理の場合で大きな違

いがみられなかったのは予想外であった。広域処理の場

合，施設が立地する自治体は自市町村外のごみを受け入

れることになるため，立地に対する住民の抵抗が大きく

なり，当然見返りも多くなると予想していたのであるが，

実際には単独処理の場合とほとんど変わらなかった。こ

の結果は，同一郡内での広域化の場合，もともと地域的

なつながりや人的交流が深いため，住民の同意も得られ

やすいと理解するのが妥当であろう。

焼却炉の寿命は２０年前後といわれる。埋立施設も，規

模にもよるが，数年から十数年といった間隔で更新が必

要となり，いつまでも全国各地の市町村で施設立地の問

題はついてまわる。単独処理か，広域処理かにかかわら

ずごみ処理施設は，「迷惑施設｣であることには変わりな

い。行政側は立地地区住民との十分な連携を取り，必要

であれば何らかの見返りとなる事業を行うことで，その

立地は比較的スムーズに進めることができるといえよ

う。

ごみ処理の広域化と並ぶ，費用削減策のひとつとして

挙げられる民間委託の考察では次のような結果が得られ

た。

①多くの市町村で収集を直営から民間委託へ移行し，

現在もその傾向は続いている。

②収集を直営から民間委託へ切り替えると，ごみ処理

費に占める収集費の割合が低下し，費用削減効果があ

る。

③業者問の競合がない場合でも，直営収集と比べると

費用は安く済む。

ｌ市２町を対象とした分析のため，全国的な傾向と断

定することは困難であるが，ごみ収集の民間委託が市町

村のごみ処理費の削減に効果的であることが確認され

た。また，民間委託はサービスの低下を招くという指摘

もあるが，分析を行った１市２町では，民間委託への移

行と分別数の増加が同時に行なわれており，そのような

指摘は必ずしも当てはまらない。

以上が本研究の結果である。広域化が進んでいるごみ

処理に関する諸問題について多面的に考察してきた。最

後にこれらの分析結果を踏まえながら，ごみ処理広域化

からみた広域行政のあり方について述べておきたい。

ごみ処理の広域化は，市町村のごみ処理費用削減と適

正処理に大きな効果を発揮してきた。その一方で，住民

のごみに対する意識や関心は薄らいでいるとはいえない

だろうか。正確には，ごみ処理広域化によって自分の住

む自治体内からごみ処理施設が消えた住民の，ごみ問題

全般への関心は強まっているのかもしれない。しかし，

自ら排出するごみがどのように処理されているかについ

ての意識や関心は，それほど高まっていないのではない

か。大げさな言い方をすれば，広域化によって施設のな

くなった自治体の住民は，自ら排出するごみへの責任感

も喪失したのではないだろうか，ということである。聞

き取りでは，施設を持たない自治体の住民には自分のご

みがどこでどのように処理されているのか知らない人も

結構いるのではないか，という話が数件あった。データ

はないが，聞き取りでの話を総合すると，－部事務組合

を構成する市町村の中でも，施設が立地していない市町

村の住民よりも施設が立地している市町村の住民の方が

総じてごみに対する意識や関心は高いようである。

これは，コミュニティの一員としてのアイデンティ

ティの問題と絡むと思われる。ごみ処理が市町村によっ

て行われる以前には，地区単位あるいは町会単位でごみ

が処分されていた。その時には，自ら排出するごみへの

責任感は今よりもっと高かったと思われる。顔見知り同

士での共同処理になるからである。それが自治体による

ごみ処理へと移行しても，ごみ処理に対する地域住民の

責任感は地区単位あるいは町会単位の時代とさほど変化

しなかっただろう。しかし，市町村の枠を越えたごみ処

理の広域化は，自分の知らない間に自分とは直接つなが

りのない－部事務組合によって，ごみ処理施設がよその

自治体内に建設され，自分のごみがそこに運び込まれる

ようになるのである。自分の意識は町の住民というアイ

デンティティのまま，突然，広域コミュニティの一員に

組み込まれているのである。町のごみ処理施設がなく

なっても，いつもどおりにごみを出せば収集ざれ処理さ

れていれば，自分の排出するごみへの責任感は次第に失

われていくだろう。

広域処理の一部事務組合には，住民の声がなかなか反

映されず，また一部事務組合の管理運営に住民が直接関
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計画である。現在使用中の焼却施設が新しく，計画への

参加が2010年前後となる後発参加組合のある担当者は

「県の計画どおりにうまくいくかどうかなどわからな

い。まずは様子見。準備はまったくしていない」と計画

へやや懐疑的で，傍観の姿勢をみせていた。さらに聞き

取りの時点では,ＲＤＦ化する可燃ごみについて,ＲＤＦは

あくまで燃料であり，ある程度の燃焼効率を上げるため

にも廃プラスチック類を含むという－部事務組合と，ダ

イオキシン対策に基づく計画であり，ダイオキシン発生

の可能性がある限り廃プラスチック類は含まないとする

一部事務組合がみられた。今後，どのように調整が図ら

れていくのか気になるところである。

このように能登地方全域をカバーする広域処理計画で

あるが，計画地域の住民たちはどのように自分たちのア

イデンティティを認識し，行動するだろうか。能登地方

の住民のごみ排出行動は，結果が正反対の二つのパター

ンが予想される。まずひとつ目は,可燃ごみがＲＤＦとい

う燃料の材料となるため，住民は減量化する必要性を感

じづらくなる。結果的に，能登地方全域での可燃ごみの

排出量は増え，ごみの減量化，再資源化という流れに逆

行することになる，というものである。二つ目は，これ

までどおりのごみの減量化，再資源化という方針から，

ごみの排出量が減少する。しかし，ＲＤＦ専焼炉は，－定

量のＲＤＦを確保して燃焼を続けなければ，炉の性能を

発揮することは出来ないため，自区域外のごみを受け入

れるようになるというものである。後者のパターンにな

ると，廃棄物処理法に定められた白区域内処理の原則が

守られない結果となる。「ごみは田舎へ｣という都市から

地方へ負担のたらい回しという構図が生まれかねない。

県は旧厚生省の方針に従って広域化の計画を立てた。

市町村や－部事務組合は半ば強制的にその計画に従わざ

るを得ない。住民の協力なしには成功し得ない計画にも

かかわらず，住民の意思や意見がまったく反映されてい

ない。住民が，自分の排出するごみへの責任感を持ちつ

づけられるようにするためには，早急に住民参加の可能

な体制作りが必要であろう。住民参加を欠いたまま進め

られている能登地方のごみ処理広域化は，合理化，効率

化を進めるあまり，非民主的な状況にあるといわざるを

得ない。このような状況の中で，能登地方の住民が広域

コミュニティの一員として，自分の排出するごみに責任

わることが出来ないといった問題がある。しかしそれは，

あくまで制度上の問題であって，制度を変えれば解決す

る。けれども，広域化による住民の広域コミュニティの

一員としてのアイデンティティの欠落は，どのように補

えば良いのだろうか。

ひるがえって,石川県のごみ処理広域化計画の内容は，

住民意識にとってどんな意味を持つのだろうか。ごみ処

理広域化計画は前述のとおり，1997年の１日厚生省の新ガ

イドラインに基づいて各都道府県で作成されたものであ

る。石川県のごみ処理広域化計画の目玉は金沢市の北に

位置する河北郡以北の能登地方全域で行うのごみの

ＲＤＦ化処理である。石川県は，Ｉ章で述べた旧厚生省の

基準通りに能登地方でＲＤＦ化処理の検討をし，実際に

計画立てたわけである。

このＲＤＦ化処理の概要は，2002年１２月から，能登地

方全体の可燃ごみをＲＤＦ化し，ＲＤＦ専焼炉で燃焼，同

時に発電も行い売電する，というものである。そこで，

河北郡広域，羽咋郡市，七尾鹿島，穴水門前の一部事務

組合と，新設された奥能登クリーン組合（珠洲市，内浦

町，能都町，柳田村）という５つの一部事務組合で，そ

れぞれ可燃ごみのＲＤＦ化施設を建設し，また,一部事務

組合が集まって石川北部アール・デイ・エフ（RDF）広

域処理組合を設立した。石川北部ＲＤＦ広域処理組合で

は，圏域全体の中心地で交通の便もよく，発電を行うた

め変電所に近いという条件を満たしているという理由か

ら，ＲＤＦ専焼炉の立地場所を志賀町に決定した。この５

つのＲＤＦ化施設とひとつの専焼炉で能登地方全体の可

燃ごみを燃料として燃焼させ，電力に変えるというもの

である。

ここでＲＤＦ化処理の是非について議論するつもりは

ない。このＲＤＦ化処理の計画は県主導で進められた。そ

のため，グイオキシン類発生への対策のために独自に新

焼却施設を計画していた市町村や－部事務組合は戸惑い

を隠せなかった。しかし，県主導で進められ，しかも能

登地方全域が計画対象に含まれていたために，足並みを

乱すわけにもいかず,それらの市町村や－部事務組合は，

新規の計画をキャンセルせざるを得なかった。また，既

に建設中であるが,ＲＤＦ化施設や専焼炉の立地の際には

住民の反対運動も見られた。残念ながらその詳細は把握

していないが，このようにスタート時点から波乱含みの
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を持ちつづけることはできないだろう。

今回の研究では，広域化が市町村のごみ処理費用削減

に大きな役割を果たしていることを明らかにした。ごみ

処理に限らず市町村が，合理化，効率化を目的として広

域化という方法を取るのは理解できる。しかしながら，

これまでの広域行政はあまりにも住民参加をなおざりに

してきたものである。これまでのような，国や県からの

指示や支援を受けて進められる広域化では，広域行政へ

の住民参加が不可能で，その効果が住民には実感しづら

い。冨野(1993）は，「自分の生活圏として意識できるス

ケール」の「自治の基礎的な単位」があり，その上で｢広

域的にやったほうが効率的なものは広域化していくこと

が望ましい」と述べる。小さな単位で住民自治のできる

仕組みを持つコミュニティを維持し，住民がその必要性

を認識した上で，それを内包する広域コミュニティを確

立することが今後の広域化の課題となるだろう。そして，

住民が両方のコミュニティの一員としてのアイデンティ

ティを持ちつづけられる体制作りが，住民にとっても，

行政にとっても理想的な広域化のあり方といえるのでは

ないだろうか。

最後にごみ処理について言えば,本当にごみの減量化，

再資源化を進めようとするなら，能登地方で実施される

RDF化処理のような計画はありえないのではなかろう

か。また，広域化によるごみ処理施設の大規模化も－定

量のごみを必要とするものであり，これも同様に減量化，

再資源化とはベクトルが逆である。あくまでごみを減量

化，再資源化しようとするのであれば，これまでのよう

な，リサイクルは素晴らしいというような「道徳」に訴

えるやり方ではなく，デポジット制のような，捨てたら

損をするといった「損得」勘定に訴える方法で大々的に

進めたほうが効果的だろう。そして広域化した場合も，

必要とされる処理能力よりも規模の小さな施設を造るこ

とである。明確な目的とその達成方法を掲げ，徹底的に

実践することなしに今のままのやり方を続けていては，

減量化も再資源化も中途半端なものになってしまうだろ

う。

[付記］本稿は，2002年３月に金沢大学文学部に提出

した卒業論文に加筆訂正を加えたものである。
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